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（注）１ 認定を受けようとする者の所得には，公的年金，恩給・扶助料，遺族年金，障害年金，個人
年金，生命保険，組合員を除く家族等からの送金など，恒常的な収入は全て含みます。
２ 別居している父母等を被扶養者として認定する場合は，認定対象者の収入額(ここでの「収
入額」とは，認定対象者自身の収入並びに組合員及び当該組合員以外の者の送金等による収入
の合計額をいう。)に占める組合員の送金額の割合が，３分の１以上であることが必要です。
なお，組合員以外の者と共同して認定対象者を扶養している場合は，組合員の送金額が当該

組合員以外の者の負担額のいずれをも上回っていることが必要です。
※（認定対象者の収入額）＋（組合員の送金額）＋（他の扶養者の送金額）×１／３≦（組合員の送金額）

【例】認定対象者の収入額 年額1,100,000円（実父63歳 厚生年金のみ） ・・・ （Ａ）
組 合 員 の 送 金 額 年額 720,000円（月額60,000円×12ヶ月） ・・・ （Ｂ）
組合員の弟の送金額 年額 240,000円（月額20,000円×12ヶ月) ・・・ （Ｃ）
{（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）｝×１／３＝（1,100,000円＋720,000円＋240,000円）×１／３＝686,667円 ･･･（Ｄ）
（Ｄ）686,667円 ≦（Ｂ）720,000円であり，認定できる。
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1 被扶養者認定申告書 10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 扶養事実申立書（特別認定分） 11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 〃 （各種学校生徒分） 12 ○ ○
4 戸籍抄本又は戸籍謄本 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5 世帯全員の住民票 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 所得額証明書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 無職無収入申立書 17-2 ○ ○ △ ○ △
8 雇用及び給与支給（見込）証明書 13 ○ ○ ○ △
9 年金等の改定額通知書，送金案内又は証書等の写し △ △ △ ○
10 確定申告書の写し又は市区町村長の課税所得証明書 △ △ △ △ △ △
11 雇用保険受給資格者証(第1・２・３・４面)の写し △ △ △ △ △ △ △ △ △
12 在学（在籍）証明書 ○ ○
13 他支部の組合員証，又は他共済の組合員証の写し ○
14 扶養順位協議決定書 16 △ △ △ △ △ △ △ △ △
15 他の者が扶養していない証明書 17 △ △ △ △ △ △ △ △ △
16 送金事実申立書 15 △ △ △ △ △ △ △ △ △
17 夫婦双方の所得額証明書，給与所得者の給与支払証明

書，確定申告書の写し及び年金等の額を確認する書類 △ △ △ △ △ △ △ △ △
18 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書の写し ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
19 医師の診断書又は障害者手帳の写し ○ ○
20 退職証明書又は退職辞令の写し △ △ △ △ △ △ △ △ △
(注)１ 写しを提出する場合は，所属所長の原本証明をしてください。

２ ○印は必要書類です。△印は該当するときの必要書類です。
３ 上記提出書類の他に，必要な書類の提出を求めることがあります。
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